
業務委託等に係る郵便入札による指名競争入札の実施要領 

平成１６年１月１日制定 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、船橋市が発注する業務委託、測量等コンサルタント（工事に係る実施 

設計及び監理の委託契約を除く。）及び物品の賃貸借に係る指名競争入札を郵便で行う場

合における入札の手続に関して、別に定めるもののほか必要な事項を定める。 

（対 象） 

第２条 対象は、原則として設計金額が３００万円を超える案件とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、対象としないことができる。 

⑴ 早急に開始する必要のあるとき 

⑵ 指名することができる業者数が５者未満のとき 

⑶ 本市において発注仕様を定めることが困難なとき 

（指名業者の決定） 

第３条 指名業者は、船橋市業務委託等指名業者選定基準及び船橋市業務委託等指名業者選

定審査会要綱に基づき決定する。 

（指名業者への通知） 

第４条 当該契約を主管する課長は、前条の規定により指名業者を決定したときは、速やか

に電話で連絡する。 

（秘密の保持） 

第５条 当該契約を主管する課長は、指名業者名、指名業者数等の入札に関する事項につい

て、秘密の保持を関係職員に徹底しなくてはならない。 

（指名業者の公表） 

第６条 指名業者は、入札後に公表する。 

（入札説明会） 

第７条 入札説明会は、実施しない。 

（入札通知書及び設計図書等の配付） 

第８条 当該契約を主管する課において、指名業者個別に入札通知書及び設計書、仕様書、

図面等（以下「設計図書等」という。）を配付する。 

２ 配付は指定した日から３日以内とする。配付期間内に入札通知書及び設計図書等を受け

取りに来ない指名業者は失格とする。 

（質問及び回答） 

第９条 入札通知書及び設計図書等の内容に質問がある者は、当該契約を主管する課長に質

問書を E－mail（利用できない場合に限りＦＡＸ）により提出期限日までに提出する。 

２ 当該契約を主管する課長は、前項により提出された質問書に対する回答を、回答期限日

までに E－mail、ＦＡＸ又は船橋市ホームページへの掲載により行う。 

（最低制限価格） 

第１０条 入札にあたり、最低制限価格を設けることができる。 



２ 最低制限価格を設定する場合は、業務委託等に係る最低制限価格の設定に関する事務取

扱要領に基づき設定する。 

３ 物品の賃貸借は、原則として最低制限価格を設けないものとする。 

４ 前項の規定のほか、契約の性質、内容等により、最低制限価格の設定が不適当と認めら

れる場合は、設定しない。 

（入札書の提出） 

第１１条 入札書は、指定した入札書到着期限日までに郵送により提出しなければならない。

持参した入札書は受け付けない。 

２ 入札書の郵送の方法は、一般書留、簡易書留、特定記録郵便のいずれかの方法により、

船橋郵便局留とする。 

３ 入札書は指名業者１者につき１通とし、２通以上の入札書を提出したときは失格とする。

また、入札書の差替えは認めない。 

（入札の執行） 

第１２条 入札回数は１回とし、落札者がいないときは入札を不調とする。 

２ 落札となるべき同価の入札者が２者以上のときは、くじ引きにより落札者を決定する。 

（開札の立会い） 

第１３条 当該契約を主管する課長は、開札に当たり、指名業者の中から、開札立会者（以

下「立会者」という。）２名以上を抽選により決定しなければならない。 

２ 前項の立会者の１人が開札に立ち会わない時は、当該入札事務に関係のない職員を立ち

会わせる。 

３ 指名業者の立会者が１人も開札に立ち会わないときは、開札を延期する。 

（開札の延期） 

第１４条 前条第３項の規定及びその他特別な理由により開札を延期した時は、速やかに指

名業者に開札の延期と延期後の開札日時を連絡するものとする。 

（入札結果等の公表） 

第１５条 落札者が決定したときは、業務委託等に係る入札結果等の公表に関する事務取扱

要領に基づき、公表するものとする。 

（契約保証金） 

第１６条 当該契約を主管する課長は、契約を締結するにあたり、落札業者から、船橋市契

約規則（以下「契約規則」という。）第３２条の規定により、契約金額の１００分の１０

以上の契約保証金を契約日までに納めさせなければならない。 

（契約保証金の免除） 

第１７条 契約規則第３４条第１号から第４号まで及び同条第６号から第８号までのいず

れかに該当する場合は、契約保証金の全部または一部を免除することができる。 

附 則 

この要領は、平成１６年１月１日から施行し、平成１６年４月１日以降に締結する契 

約に係る事務について適用する。 



附 則 

 この要領は、平成２０年１２月１日から施行し、平成２１年４月１日以降に締結する契

約に適用する。 

附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２８年３月１日から施行し、平成２８年４月１日以降に締結する契 

約に係る事務について適用する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年３月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 


